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     東京家庭裁判所家事部所長代行者（判事）細矢  郁

   

 

 家事調停は、家庭に関する紛争について、調停委員会が、当事者の話を

聴き、働き掛け・調整をすることにより、合意による解決を目指す手続で

す。  

 家事調停の対象となるのは、家庭に関する紛争です。離婚、子の監護者

の指定、面会交流、養育費、遺産分割などの身近な問題については、厳格

な手続で証拠調べなどをして、申立てに対する裁判という形で白黒をつ

けるよりも、当事者が、プライバシーが守られた中で調停委員会に話を聴

いてもらい、気づきを得て納得した上で、紛争の実情に応じたきめ細かな

合意をすることが望ましいと考えられます。このような家事調停の良さ

を十分に発揮することができるようにするため、調停委員会は、裁判官の

みならず、民間から選ばれた良識ある男女各１名ずつの家事調停委員か

ら構成されることが通常です。調停委員会は、当事者の言い分を丁寧に聴

きながら、信頼関係を築き、適切に働き掛け・調整を行い、当事者に自分

の向き合うべき課題があればそれに気づいてもらうようにするなどして、

自主的な解決を目指していきます。  

このような家事調停制度は、昭和１４年に家庭に関する事件の円満解

決を目指して施行された人事調停法によって設けられたものであり、長

い歴史を有しています。家事調停の運用の在り方は、これまでも、社会情

勢やこれを反映した当事者のニーズを踏まえて変化してきました。例え

ば、以前は、調停委員会が当事者から対面で話を聴くことが前提となって

いましたが、通信手段の変化や当事者の利便性等の観点を踏まえ、事案に

応じて電話会議システムを利用することが増え、さらに、東京家庭裁判所

では、令和４年１月から、家事調停にウェブ会議システムを導入していま

す。  

ウェブ会議システムを使用した家事調停とは、家庭裁判所が調停室に

あるパソコンを使用してウェブ会議を開催し、当事者や手続代理人に、自

宅や弁護士事務所といった裁判所の外から、パソコン等を利用してウェ

ブ会議に参加してもらうことで調停期日を行うというものです。ウェブ
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会議システムを使用することにより、当事者にとっては、裁判所まで出頭

する負担を軽減することができるというメリットや、対立が激しい事案

においてはより安心して安全に手続に参加することができるというメリ

ットがあります。  

実際にウェブ会議システムを使用した家事調停の当事者の皆様からは、

非常に便利で助かった、安心して調停に参加することができてよかった

などの声をいただいており、調停委員からは、電話会議システムを使用す

るよりも当事者の顔が見え、表情等を把握することができ、非常にやりや

すかったなどの声をいただいております。もっとも、家庭裁判所としては、

ウェブ会議システムの強み・弱みをよく考え、適切な事件に適切な時点で

ウェブ会議システムを使用することができるように選別しなければなり

ません。また、家事調停は非公開の手続ですので、ウェブ会議システムを

使用する場合には、安心して手続を利用していただくため、手続上のルー

ル（本人確認の手続、録音録画の禁止等）をどう守っていただくか、とい

うような点も課題となり、運用の改善に努めたいと考えています。  

現在も、家庭を巡る社会情勢は変化し続けており、価値観や家族観もま

すます多様化しています。また、紛争を迅速に解決することへのニーズも

高まっています。家庭に関する紛争は、今後も複雑化し、感情的対立が激

しく、親族の間での自主的な話合いによっては解決することが困難な事

案が増えると思われます。そのような中で、家事調停の果たす役割は、ま

すます重要なものとなっていくことでしょう。これからも、家庭裁判所は、

当事者が置かれている状況を踏まえ、当事者のニーズに耳を傾けながら、

裁判官、調停委員、家庭裁判所調査官及び裁判所書記官等が適切に連携・

協働し、より質の高い、適正かつ迅速な解決を目指すことができるよう、

より一層の努力をしていきたいと考えています。  

 


